
調整控除について 

 

調整控除は、課税（非課税）証明書中の「税額控除の内訳」欄に記載されます 

（記載がない場合、調整控除の適用はありません）。 

 

【課税（非課税）証明書イメージ】 

 

 

 

※ 非課税の方、均等割のみが課税される 

 方又は合計所得金額が2500万円を超え 

る方は、課税総所得金額等の記載の有無 

にかかわらず、調整控除の適用はありま 

せん。 
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「税額控除の内訳」欄 


